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農林水産省　消費・安全局　植物防疫課国内防除第１班　課長補佐　阿部　清文

はじめに
平成27年８月に北海道網走市の２大

おおあざ

字におい

て、国内で初めてジャガイモシロシストセンチュウ

（Globodera pallida〈Gp〉、図１）が確認された。

ジャガイモシロシストセンチュウは、生活史の中に

シストという段階を持つ植物寄生性線虫であり、ば

れいしょなどのナス科植物の根から養分を吸収し、

寄主した植物の生育を阻害することで、植物を枯ら

すこともあるため、ばれいしょなどの生産に大きな

被害を与える。

このため、28年11月から植物防疫法に基づく防

除対策を開始し、ジャガイモシロシストセンチュウ

のまん延防止や土壌消毒などの防除対策を講じてい

る。なお、本線虫が付着したばれいしょを食べても、

人体への影響はない。

１．これまでの調査の結果
農林水産省では、北海道や地元関係者の協力の下、

ジャガイモシロシストセンチュウの発生している範

囲を確定するため、平成28年度までに網走市内の

圃
ほ

場
じょう

において、土壌検診を行うとともに、網走市周

辺７市町（北見市、大空町、置戸町、清里町、訓子

府町、小清水町および斜里町）においては、栽培中

のばれいしょを抜き取り、植物検診を行った。その

結果、網走市内において、９大字での発生を確認し

た。

平成29年３月に開催された対策検討会議におい

て、網走市内の発生状況や地形や過去の営農形態な

どを踏まえ、大空町２大字において土壌検診の実施

することとなった。この土壌検診の結果、大空町１

大字において発生を確認した。27年の発生確認以

降の調査により、網走市の11大字および大空町１

大字の163圃場682ヘクタール（図２）でジャガ

イモシロシストセンチュウの発生を確認した。

植物防疫法に基づく
ジャガイモシロシストセンチュウの

防除対策の実施

図１　ジャガイモシロシストセンチュウの形態

Ａ：雄成虫
注１：雄成虫は1.2mm程度、幼虫は0.5mm程度。
注２：シストとはメス成虫が変化したもので直径0.6mm程度。

Ｂ：幼虫 Ｃ：シスト
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２．植 物 防 疫 法 に 基 づ く 
防 除 対 策 に つ い て

ジャガイモシロシストセンチュウは、寄主となる

ばれいしょなどナス科植物の栽培により、急激に増

殖し、農業機械や収穫物の出荷に伴う土壌の移動に

より発生範囲が拡大する。このため、ジャガイモシ

ロシストセンチュウの根絶と他地域へのまん延を防

止するため、平成28年10月から植物防疫法に基づ

く防除対策を開始した。その内容は、①発生圃場を

含む大字を防除区域に指定する②発生圃場における

ばれいしょなどのナス科植物の栽培を禁止③発生圃

場における対抗植物および土壌くん蒸剤を用いた防

除対策（図３）の実施④防除区域内で生産されたナ

ス科植物の地下部（ばれいしょ）やその他植物の地

下部であって土の付着したもの（てん菜、根菜類な

ど）の移動を制限 （移動させる場合は、植物防疫官

が土壌のまん延防止措置が講じられていることを確

認）－である。

平成29年度にGpが確認された地区（１大字２圃場）

平成28年度までにGpが確認された地区（11大字161圃場）

図２　ジャガイモシロシストセンチュウの防除区域の状況

図３　防除機器および対抗植物

左：土壌消毒剤かん注機器 中：対抗植物（トマト野生種） 右：対抗植物（ハリナスビ）
出典：（中および右の対抗植物原図）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構	北海道農業研究センター
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３．現在の対応状況
（１）防除の状況

発生圃場では、D－D剤による土壌消毒２回と対

抗植物の植栽１回などによる防除対策を植物防疫法

に基づく防除対策実施期間中に実施することとし

ている。本格的な防除は平成29年度から開始され、

土壌消毒は39圃場189ヘクタール、対抗植物の栽

培が92圃場319ヘクタールで実施された。このう

ち、土壌消毒２回と対抗植物の植栽１回による防除

対策がすでに終了した圃場の一部については、実証

試験（「安全な農林水産物安定供給のためのレギュ

ラトリーサイエンス研究」委託事業）においてカッ

プ検診法（注）（写真）による検出限界以下（以下「検

出限界以下」という）となったことが確認された。

（注）圃場から採取した土壌をばれいしょの塊茎とともに培養し、

ジャガイモシロシストセンチュウの有無を確認する。

（２）侵入原因の特定調査
ジャガイモシロシストセンチュウは世界50カ国

以上で発生が確認されており、網走市などで確認さ

れているジャガイモシロシストセンチュウは、ヨー

ロッパや北米で発生しているグループと近いこと

が、これまでの研究により明らかになっている。こ

のため、わが国への侵入原因を特定するため、網走

市内の関係機関などに圃場で使用している肥料や農

業機械の導入状況などの聞き取り調査を実施した。

また、海外からの侵入に関与した要因として、ジャ

ガイモシロシストセンチュウ発生国から不正に持ち

込まれたばれいしょなどが考えられたが、本調査の

結果や輸入検疫における検査実績などを検討した結

果、その特定には至らなかった。

（３）防除の解除
植物防疫法に基づく防除対策により、発生圃場に

おけるばれいしょなどの作付け禁止や発生圃場にお

けるＤ－Ｄ剤による土壌消毒と対抗植物の植栽によ

る防除対策を実施することとしている。平成30年

３月に開催した対策検討会議において、防除対策が

完了した発生圃場については、土壌検診を行い、ジ

ャガイモシロシストセンチュウが検出限界以下とな

ったことが確認されれば、防除の解除をすることが、

専門家から妥当とされた。

（４）今後の予定
平成30年度以降も防除対策を進め、対策検討会

議において、各圃場における防除効果を検討すると

ともに、防除を終了した圃場については、ばれいし

ょの植栽を再開することとした。ただし、植物防疫

法に基づく防除対策において実施している移動制限

と土壌検診については、引き続き継続し、まん延防

止や防除などの対策の効果を検証することとした。

おわりに

植物防疫法に基づくジャガイモシロシストセンチ

ュウの防除対策の円滑な実施には、関係者の方々の

協力が不可欠である。今後、ジャガイモシロシスト

センチュウを適切に防除し、日本のばれいしょの安定

生産が図られるよう、植物防疫法に基づく防除対策の

実施にご理解とご協力をいただくようお願いしたい。

写真　カップ検診法


